
税控除のイメージ

Ｂ

応援する自治体への寄附金 35,000円

Ａ：30,000円（寄附金控除対象）

Ｂ：5,000円（寄附金控除対象外）

寄附金控除対象外 5,000円

国から還付（所得税所得控除（この場合は10％）） 3,000円

お住まいの地域への住民税
300,000円

寄附後のお住まいの地域への住民税
270,000円

Ａ

応援する自治体への寄附金
35,000円

寄附金控除対象
30,000円

お住まいの地域へ支払う住民税控除
27,000円

住民税の1割（この場合は30,000円）が控除の上限で
す。上限を超える部分は対象外となります。

細かく見ると・・・

例）年収700万円、夫婦と子ども2人の世帯の場合（住民税所得割額300,000円）
　
　35,000円寄附した場合の控除


